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会計

IFRS解釈指針委員会（以下「委

員会」という。）において、2013年

３月までに取り上げられた論点から、

今回は解釈指針案として2012年５月

に公開された案件のうち、本誌で前

回（2013年２月号）取り上げなかっ

たテーマを中心に紹介したい。また、

2013年１月から適用が開始された改

訂IAS第19号「従業員給付」につい

て、我が国の関係者にも影響する可

能性が高い退職給付に関わる問題に

ついても紹介する。文中意見にわた

る部分は筆者の私見であることを申

し添えておく。

この案件は、2010年５月に初めて

取り上げられ、それ以来、委員会あ

るいはIASBの審議会において、何

度も検討されてきたものである。問

題は、子会社の非支配株主が保有す

る持分、つまり、非支配持分（Non-

ControllingInterests：NCI）につい

て、その非支配株主が親会社に売却

する権利（売建プット・オプション。

以下こうしたオプションを「NCIプッ

ト」という。）を保有している場合

の、親会社の連結財務諸表上での会

計処理に関する議論である。

例えば、親会社が持分比率80％の

子会社の株式を保有しており、非支

配株主が残りの持分、20％を保有し

ているとする。この20％がNCIだが、

このNCIプットを非支配株主が保有

しているといったケースでの、親会

社としての連結財務諸表における会

計処理の問題である。つまり、NCI

プットを当初は負債として認識した

上で、事後の公正価値の変動をPL

で認識すべきなのか、あるいは、資

本として認識すべきか、などといっ

た判断に実務上のばらつきがあると

いうことから議論が開始されている。

この問題の本質は、IAS第32号「金

融商品：表示」、IAS第39号「金融

商品：認識及び測定」あるいは

IFRS第９号「金融商品」と、IAS第

27号「連結及び個別財務諸表」ある

いはIFRS第10号「連結財務諸表」

に矛盾があることに起因している。

これまでの議論の経緯

IAS第32号第23項1に従えば、NCI

プットの行使価格を負債として当初

認識しなければならないのだが、そ

の後の公正価値の変動は、IAS第39

号、あるいはIFRS第９号に従って

損益として認識するということにな

る。ところが、IAS第27号の考え方

に基づくと、事後の公正価値の変動

については資本として扱うべきでは

ないのかということになる2。2010

年９月の委員会では、これは基準間

の重要な矛盾であり、解釈の問題で

は解決できないことから、当時検討

されていた負債と資本の区分を明確

化するプロジェクト「資本の特徴を

持った金融商品（FICE）」で本格的

に検討すべきだという結論を下した。

ところが2010年10月には、審議会は

収益認識などの重要プロジェクトを

優先させるために、この「FICE」

プロジェクトに関する検討を延期す

る決定をしてしまった。こうした状

況を受け、再度、委員会として短期

的な対応ができないかと、審議会と

も連携しながら検討を続けてきたの

である。

2011年３月には、NCIプットを

IAS第32号の対象から除外すること

を、委員会として審議会に提案して

いる。この提案は、NCIプットに

IAS第32号第23項を適用せず、当初

は純額ベースとした上で公正価値に
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よって測定し、その変動は純損益で

認識するというものであった。とこ

ろが、この委員会からの提案は、同

年９月の審議会で否決されるに至る。

金融商品会計に新たに例外を作るだ

けでなく、本質的な議論が必要な

「FICE」プロジェクトの方向付けを

してしまうのではないかといった懸

念があったためである。一方、早期

に実務上のばらつきを改善するため

に、限定的な対応ができないか検討

するようにとの依頼は、引き続き、

委員会に対して出された。その後も

何度か審議会とのやり取りや委員会

での議論を経て、最終的には、NCI

プットを当初は負債認識した上で、

事後の公正価値の変動をPLで会計

処理することとし、解釈指針として

取りまとめることで明確化すること

と結論付けた。

解釈指針案の公開と市場関係者から

のフィードバック

2012年５月にこのNCIプットに関

する解釈指針案が公表され、コメン

ト期間を120日間とした。当初の検

討段階から非常に議論が多い案件で

あり、全世界から68件のコメントを

受領した。特に、NCIプットの会計

処理、すなわち、行使価格の変動を

純損益に反映するという提案につい

て、多くの批判的な意見が寄せられ

た。我が国の企業会計基準委員会

（ASBJ）からも、純損益での認識は

必ずしも経済実態を適切に表さない

可能性があるとの懸念が示されてい

たように、有益な情報とはならない

といった反対意見が多く出された。

また、取り扱う範囲についても、N

CIプットだけでなく、自社の資本に

関して売り建てたすべてのデリバティ

ブを含めて広範囲に検討することを

求めるコメントも多数みられた。

こうした市場関係者からの指摘を

受け、2013年１月の委員会では、解

釈指針案を最終確定する前に、企業

自身の資本に関して売り建てたプッ

ト・オプション及び先渡契約につい

て、IAS第32号第23項の要求事項を

再検討するよう審議会に改めて求め

ることとした。再検討の過程で、

NCIプット（及びNCIフォワード）の

会計処理についても、企業自身の資

本に関して売り建てた他のデリバティ

ブと同様の方法で行うべきか否か、

包括的に検討すべきだということで

ある。2013年３月の審議会でこの論

点について議論され、今後、審議会

で改めてこうした方向に沿って検討

が行われることになったと理解して

いる。

2012年５月に公表された、もう１

つの解釈指針案として、「賦課金」

に関するものがある。本誌2013年２

月号で主な論点とこれまでの議論の

経緯を報告した。2013年１月と３月

の委員会で最終的な議論を行い、若

干の文言修正を行った上で、解釈指

針として確定する方向で委員会とし

ては結論付けた。今後、審議会での

最終的な承認を経て、公表されるこ

とになる。

経済実態を適切に表すかという懸念

について

本誌2013年２月号で紹介したのだ

が、関係者から示された懸念事項と

して、特に、中間財務報告での負債

の認識について、経済実態を適切に

表すものではなく、財務諸表の利用

者にとって有用な情報とはならない

のではないか、というものがあった。

例えば、会計年度末日の12月31日に

事業を行っていることに対して課金

されるといった賦課金の場合、債務

発生事象が生じたといえる12月31日

に初めて債務を認識する一方、それ

以前の期中財務報告の段階では、債

務及びこれに対応する費用が計上さ

れないという解釈になる。現行

IFRSの解釈として正しいのではあ

るが、有用性に欠ける会計処理だと

いう懸念である。

１月の委員会では、こうした懸念

に対応する方法として、スタッフか

らIAS第34号「期中財務報告」の限

定的な修正を行うことが提案された。

すなわち、年次ベースでとらえた場

合に債務発生事象が生じており、毎

年繰り返して全額認識されるような

賦課金については、例外的に複数の

期中財務報告期間に配分するという

提案である。だが、多くの委員は、

この提案に反対した。どのような場

合に例外的な対応をするのかが明確

でなく、賦課金以外の債務を認識す

る会計処理に影響する可能性がある

ため、意図せざる結果を招きかねな

いことを問題視したためである。結

果的に、市場関係者からの懸念に応

えることは、委員会としてはできな

いという結論となった。

３月の委員会で最終的な文言をレ

ビューするとともに、解釈指針とし

て確定することに賛成するか否かの

確認が求められた。ほとんどの委員

が賛成する中、筆者は熟慮の末、反

対する意思を示した。これまで委員

会として長く議論してきており、解

釈としては正しく、明確な指針となっ

たと理解していることから、筋とし

ては賛成するべきかもしれない。だ

が、新たな委員会の役割として、正

しい解釈を策定するだけでなく、よ

り的確に市場関係者の要望に応える
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ことが求められている状況で、本解

釈指針については、少なくとも一部

の関係者の期待に沿うものとはなら

なかったことは動かしがたい事実で

ある。審議会での承認手続に当たっ

て、こうした市場関係者の懸念を改

めて伝える意図もあって、反対の一

票を投じることとした。極めて少数

の意見ではあったのだが、自らの至

らなさの反省を込めてのものである。

IAS第19号「従業員給付」につい

ては、2011年５月に改訂基準が公表

され、その適用が2013年１月以降に

開始する事業年度からとなっている

ことから、特に影響が大きいとされ

る退職後給付に関する案件について、

委員会で検討することが増えてきて

いる。このうち、退職後給付債務を

算定する際に使用する割引率につい

て、昨今の金融市場の動向を反映し

て問題となっていることから、今回、

紹介したい。

優良社債の市場利回り

退職後給付債務を算定する際に使

用する割引率としては、優良社債の

市場利回りを参照して決定しなけれ

ばならないとされている3。一般的

に知られている格付機関から、最上

位２つの格付のいずれか（例えば、

Standard&Poor'sのAAA又はAA）

を与えられている場合には、その社

債は優良社債であると実務的には考

えられているようだが、問題の背景

には、昨今の金融危機の影響により、

AAAあるいはAAの格付を持つ社債

の数が、著しく減少していることが

ある。これにより、以前よりも数少

ない社債の取引が市場の利回りに影

響を及ぼして、観察可能な市場金利

が歪められ、結果的に割引率が歪め

られてしまう可能性がある。数が少

なくなったとしても、引き続き、

AAA及びAA格の社債のみが「優良

社債」に該当すると考えられるのか、

AあるいはBBBといった、低い格付

を持つ社債も含めるべきかというこ

とである。

2012年11月の委員会では、IFRS

には優良社債がAAA又はAAのみの

格付を持つ社債であるなどといった

規定が定められているわけではなく、

基本的には判断の問題であるとしな

がらも、経済環境が大きく変わって

いる中で極めて重要な問題であるこ

とから、退職後給付債務の測定に使

用される割引率に求められる要件を

より明確化できないか、対応方針を

検討することとした。

2013年１月の委員会では、こうし

た問題を解決する方策として、スタッ

フは、保険契約プロジェクトでの審

議会の議論を参照しながら、退職後

給付債務に係る割引率を決定するた

めのガイダンスを開発すること、そ

のガイダンスは階層的なアプローチ

を採るべきだと提案した。すなわち、

優良社債を用いて割引率を決定する

際、企業はまず信用リスクが最小限

の社債と非常に低い社債（つまり、

AAA格の社債とAA格の社債）を使

用すべきだとする。そのような優良

社債の数が信頼性のある割引率を決

定するのに十分でない場合には、信

用リスクが最小限の社債と非常に低

い社債に加えて、信用リスクがより

高い社債（つまり、A格やBBB格の

社債）を、追加的な信用リスクに係

る市場プレミアムを除去するための

調整を加えた上で使用し、割引率を

決定すべきだとする。債券の範囲を

拡大しても、依然として割引率を決

定するのに十分ではない場合には、

国債の利回りを使用すべきという提

案である。また、こうした判断に役

立つための設例も提案された。

ところが、このスタッフ提案は、

さまざまな問題を含んでいることか

ら、委員の支持を全く得ることがで

きなかった。まず、この提案が極め

て技術的なもので、ガイダンスとい

うよりむしろ規則でしかないという

批判が多くあった。しかも、優良社

債に厚みのある市場が存在しない国

では、国債の市場利回りを使用しな

ければならないとするIAS第19号と

整合しない。さらには、2005年の委

員会（当時はIFRICと称した）で、

優良社債に厚みのある市場がない場

合に、合成的に策定した優良社債と

同等の債券の利回りを使用してはな

らないと結論付けているのだが、こ

の判断とも矛盾することになるとの

指摘もあった。

欧州を中心とした金融危機の影響

を受けて提起されたこの問題だが、

市場関係者の声を踏まえて緊急的な

対応を検討したものの、一筋縄では

いかないことが判明した。改めて、

「優良社債の利回りを使用する」こ

との意味は何か、原則に立ち返って

検討するべきではないかということ

である。委員会としては、まず、IAS

第19号に定める割引率の決定に当たっ

ての考え方、特に、割引率決定の基

礎となる原則について審議会に確認

することとした。これは、IAS第19

号第84項に示されており、「貨幣の

時間価値を反映するが、数理計算上

又は投資上のリスクは反映しない」

ということである。この原則を確認

した上で、今後、その明確化を図る

べく、ガイダンスを検討していくこ

とになると思われる。
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〈注〉

１ IAS第32号第23項「第16A項及

び第16B項又は第16C項及び第16D

項に示されている状況を例外とし

て、企業が自らの資本性金融商品

を現金又はその他の金融資産で購

入する義務を含んだ契約は、その

償還金額（例えば、先渡購入価格、

オプション行使価格、あるいはそ

の他の償還金額の現在価値）につ

いて金融負債を生じさせる。これ

は、契約それ自体が資本性金融商

品である場合でも当てはまる。一

例は、自らの資本性金融商品を現

金で買い取る先渡契約に基づく企

業の義務である。IFRS第９号に

従って金融負債が当初認識される

場合、その公正価値（償還金額の

現在価値）は、資本から振り替え

られる。その後は、その金融負債

はIFRS第９号に従って測定され

る。当該契約が、引渡しをするこ

となしに消滅する場合には、当該

金融負債の帳簿価額は資本に振り

替えられる。企業が自らの資本性

金融商品を購入する契約上の義務

は、購入の義務が相手方による償

還権の行使を条件としている場合

（例えば、企業自身の資本性金融

商品を固定価格で企業に売却する

権利を相手方に与える売建プット・

オプション）であっても、償還金

額について金融負債を生じさせる。」

２ IAS第27号第30項「子会社に対

する親会社の所有持分の変動で支

配の喪失にならないものは、資本

取引（すなわち、所有者としての

立場での所有者との取引）として

会計処理する。」

３ IAS第19号第83項「退職後給付

債務（積立てをするものとしない

ものの双方とも）の割引に使用す

る率は、報告期間の末日時点の優

良社債の市場利回りを参照して決

定しなければならない。そのよう

な債券について厚みのある市場が

存在しない国では、国債の（報告

期間の末日における）市場利回り

を使用しなければならない。社債

又は国債の通貨及び期日は、退職

後給付債務の通貨及び見積期日と

整合しなければならない。」

IAS第19号第84項「重要な影響

がある数理計算上の仮定の１つは、

割引率である。割引率は貨幣の時

間価値を反映するが、数理計算上

又は投資上のリスクは反映しない。

さらに、割引率は、企業に対する

債権者が負担している企業固有の

信用リスクは反映せず、また、将

来の実績が数理計算上の仮定と異

なる可能性についてのリスクも反

映しない。」
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